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① 紛失や破損しないよう、細心の注意を払い使用すること。 

② オンライン学習・学校からの宿題、家庭学習以外の目的で使用しないこと。 

③ 自己の重大な過失や故意により貸出品に損害を与えた場合、修理費用を負担すること。 

④ 貸出機器に破損等が生じた場合、早急に学校へ連絡すること。 

今後の試行としての持ち帰りや、非常時の緊急貸出しに対応できるよう、事前に「学習者用端末貸

出申請書兼同意書」（本紙）の提出をお願いいたします。

様式１

児童生徒名 　　年　　　　組　　　　番

学習者用端末（Chromebook)貸出申請書　兼　同意書

　下記①～④の内容に同意し，学習者用端末（Chromebook）の貸出を申請します。

申請日

申請者（保護者）氏名

　　令和　　　年　　　月　　　日


